
・航空運送事業者に所属する操縦士は、運航規程に基づく技能審査に合格し運
航規程に基づく業務を行う限りにおいては本様式への記載は必須ではない。
・なお、操縦等可能期間満了日以前であっても最終行が不合格の記載の場合に
は、操縦を行ってはならない。

・・・・・・
As for a pilot belonging to an air carrier, description is not necessarily 

required as long as acting as an air carrier crew, assuming having passed 
competency assessment based on operation manual of the air carrier.

・・・・・・

改正後は以下のとおり印字がされます

航空運送事業者に所属する操縦士が航空機使用事業、個人として操縦する場合は合
格の署名が必要です（他の欄も記載して下さい）。

※但し、運航規程に基づく技能審査に不合格と
なった場合は、審査結果／確認結果欄に不合格
（failure）と記載してください。（他の欄も記載して
下さい）
この場合において、不合格後に合格した場合
は審査結果／確認結果欄に合格(passed）と記
載してください。（他の欄も記載して下さい）


